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1. はじめに

　廃棄物処分場の建設を始めとして行政の施策を円滑に
進めるためには，地域住民とのコミュニケーション・合
意形成が重要である。近年，地域のまちづくりや迷惑施
設建設（廃棄物処分場や原子力関連施設）などの住民と
の合意形成が必要な事柄に対して，様々な合意形成手法
が用いられるようになってきた。例えば，行政と住民が
議論するワークショップの開催や，公共政策の意思決定
過程に住民を参加させるパブリックインボルブメント，
条例を制定しようとする場合に住民の意見を募集するパ
ブリックコメントなどである 1）, 2）。しかし，このような
行政の住民との合意形成の手法については，その開催時
期や実施方法等について課題が残されており，合理的な
合意形成手法は未だ確立されていない。
このような背景の下，代表的な迷惑施設の一つである
廃棄物処分場に関する事案に対して，行政と住民との
合意形成手法に関する研究が進められている 3）-7）。例え
ば，松藤ら 3）, 4）は，廃棄物処理関連施設の周辺住民の
反対の理由について調査・分析を行い，負のイメージの
強い施設ほど反対が多いこと，施設見学により反対意見

を低減できること，処理業者や行政の対応が良いことが
重要であることなどの結論を導いている。また，秋山ら
5） は廃棄物処理施設からの距離と住民の迷惑感との関係
をアンケート調査により検討し，住民の否定的態度は広
範囲に及ぶことを示している。また，一般論とした場合
と立地を想定した場合においては施設受容の要因が異な
る可能性を指摘している。笹尾ら 6）は住民意識とコミュ
ニケーションの関係を調べるために仮想的な廃棄物処理
施設設置計画を作成し仮想的な実験を行って，行政と住
民のコミュニケーションの重要性と計画段階での住民の
参加が住民の理解を得るために重要であることを指摘し
ている。このように，廃棄物問題に関して住民との合意
形成手法を確立するためには，住民の意識に与える種々
の要因について分析・把握することは重要であると考え
られる。
　本論文では，住民の意識変化と行政の対応手法の関係
について検討するために，青森・岩手県境不法投棄事案 8）

-13）を対象として，現場周辺の住民に対して問題発覚か
らの行政の対応の経緯とその時の意識について時系列を
追ったアンケート調査を行った。特に，青森・岩手県境
不法投棄現場が 2 つの県の県境に位置していることに着
目し，2 つの行政の対応手法の違いが周辺住民の意識変
化に与える影響について検討した。本論文で対象として
不法投棄現場は 2 つの行政に跨るため，行政の対応と住
民意識の関連性を検討するための実証的なデータを得る
ためには非常に良いフィールドであると考えられる。
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found that we important for the resident to take communications fast and closely, and to obtain 
understanding from the resident as a result of this investigation.
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2. 青森・岩手県境廃棄物不法投棄事案

　本章では，本研究で対象とした青森・岩手県境不法投
棄事案の概要について簡単に示す。事案の詳細について
は文献 8）-17）などに詳しい。

2.1 不法投棄事案の概略
　本研究で対象とした廃棄物不法投棄現場は，青森県田
子町と岩手県二戸市の２つの県にまたがる原野である。
不法投棄現場の面積は青森県側 11ha，岩手県側 16ha の
併せて 27ha におよび，不法に投棄された廃棄物は，青
森県側 67.1 万立方メートル，岩手県側 20.5 万立方メー
トルの計 87.6 万立方メートルと推定されている 8）, 9）, 

11）。現場周辺は農業と林業を主な産業とする地域である。
　不法投棄廃棄物の種類は，燃え殻，汚泥，廃油，
RDF 様物，廃棄食品，医療系廃棄物など様々な種類の
廃棄物である。これらをバークや鶏糞などと混合し，堆
肥を偽装し不法に投棄していた。さらに，揮発性有機化
合物 （VOC） や重金属などの有害物質も含まれている部
分もある。医療系廃棄物としては，紙おむつや注射針，
点滴容器・チューブなどが焼却不完全状態で投棄されて
いる 9）。

2.2 事案の経緯
　青森県と岩手県の県境に産業廃棄物処理業者が長年に
わたり産業廃棄物の不法投棄を続けていたことが，平成
11 年 11 月の岩手・青森両県警合同捜査本部による強制
捜査により明らかになった。また，平成 12 年 5 月に関
係者が逮捕されたことから，世間に広く知られるように
なった。
　その後，両県により現状を把握するための調査が行わ
れ，廃棄物の量や種類が明らかとなった。両県はこの事
案に対する対策として，最終的には廃棄物の全量撤去の
方針を打ち出し，両県おのおので遮水壁や水処理施設等
の対策工の施工を行うと共に，平成 16 年度から廃棄物

の撤去作業を始め，現在はその途上にある。なお，この
不法投棄問題は平成 15 年 6 月に制定された「特定産業
廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法」の
適用を受けている。なお，計画案では上記の特別措置法
の期限内で廃棄物の撤去を完了することとなっている。
 

3. 住民意識アンケート調査

3.1 アンケート調査の概要
　本研究では，まず，各自治体や新聞社のホームページ
14）-17）や文献 11）を基に，この問題に対する年表を作成した。
作成した年表の例を図 1 に示す。この年表は図 -1 に示
すように，事業者・青森県・岩手県・住民等に分け，そ
れぞれの本事案に関連する動向について整理した。この
年表はアンケート調査に添付した。
　本事案における住民意識に影響を与えると思われる主
要な項目を年表から抽出し，図 2 に示すようなアンケー
ト調査票を作成した。抽出した項目を表 1 に整理して示

図 1 青森・岩手県境不法投棄問題に関する年表の例

図 2 アンケート調査票

アンケート調査票
以下の質問に対して、あてはまるものに○を付けてお答え下さい。

I. 自治体の対応に対する意識の変化についてお尋ねします。
I-1　下に挙げた時点での青森県および岩手県の対応に対してど
のように感じていましたか。

年
表
と
の
対
応

分
か
ら
な
い

良
い

や
や
良
い

普
通

や
や
不
満

不
満

問題発覚 (H11.11.) １
青森県 0 1 2 3 4 5

岩手県 0 1 2 3 4 5

第１回住民説明会開催
岩手県（H12.7）
青森県（H13.2）

２
青森県 0 1 2 3 4 5

岩手県 0 1 2 3 4 5

青森県「現地封じ込み
案」を表明，岩手県が
原則撤去表明（H14.3）

３
青森県 0 1 2 3 4 5

岩手県 0 1 2 3 4 5
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す。なお，図 1 に示した年表には，各項目に対応する番
号を最左欄に付している。抽出した項目は，平成 11 年
11 月の問題の発覚時からアンケートを実施した 2006 年
12 月まで 11 項目であり，その時期に青森県・岩手県そ
れぞれに対してどのように感じていたかを 5 段階の選択
形式により質問した。さらに，1）居住地域の行政の解決
方針に納得した時期とその理由（現在も納得していない
場合にはその理由），2）特に考えが変化した時期や出来
事および印象に残っていること，の 2 点について自由記
述欄を作成し質問した。また，回答者の属性と共に，本
論文とは直接的な関係は無いが，廃棄物の撤去後の環境
再生・地域活性化・跡地利用に関する意見を自由記述に
より質問している。
　アンケート調査の対象として，現場周辺の青森県田子
町および岩手県二戸市の住民を電話帳からランダムにそ
れぞれ 300 件ずつ抽出した。アンケート調査票は年表と
共に 2006 年 12 月 20 日に郵送により送付し，回答期限
を 2006 年 12 月 31 日までの約二週間と設定した。なお，
回収したアンケートは 76 件で，回収率は青森県田子町
10.3%，岩手県二戸市 14.7% であった。

3.2 回答者の個人属性
　ここでは，本研究で行ったアンケート調査の回答者の
属性を図 3 に示す。まず，図 3（a）には回答者の年齢
の分布を示す。アンケート調査の対象者を電話帳から抽
出したため，アンケート送付先は主に世帯主宛となって
おり，回答者は 50 代以上の割合が 85% を占めている。
図 3（b）は性別の分布を示しているが，約 9 割が男性
であった。また，同図（c）は回答者の職業の分布を示
しているが，就業者が 66.7%，無職が 33.3% であった。
また，この農業の従事者が最も多く 26.7% となり，この
地域の特徴が現れている。同図（d）は，アンケート調
査回答者の居住地域の分布を示しているが，回答者の 4
割が青森県側，約 6 割が岩手県側に居住している。本研
究の主目的は 2 つの行政の対応の違いとそれによる住民
意識の関係を検討することであるが，アンケート回答者

の居住地域の分布は両地域で極端な差は無く，以下の分
析には十分な回答数が得られていると考えられる。

3.3 自治体の対応に対する住民意識の変化
　表 1 に示した本事案の主要な項目における住民の意識
の調査結果について青森県に対する結果と岩手県に対す
る結果を図 4 と図 5 にそれぞれ示す。これらの図の縦軸
は表 1 に示した項目 No. を示しており，横軸は回答率で
ある。
　まず，項目 No.1 は本事案の問題発覚時の住民の行政
に対する評価である。発覚時点において青森県に対して

図 3 回答者の属性

 

図 4　青森県の対応に対する周辺住民の意識

日時 項目 No. 出来事
平成 11.11 1 問題発覚
平成 12.7

2 岩手県，第１回住民説明会
青森県，第１回住民説明会平成 13.2

平成 14.3 3 青森県，現地封じ込めを表明
岩手県，原則撤去を表明

平成 14.6
平成 14.7 4 両県合同検討委員会

両県合同住民説明会
平成 15.8 5 青森県知事が全量撤去方針表明
平成 16.3
平成 16.5 6 青森県仮設浄化プラント稼働

浸出水処理施設工事開始
平成 16.8 ～ 12 7 廃棄物の撤去開始
平成 18.9 8 岩手県が推定量修正
平成 18.9 9 青森県が廃棄物本格撤去計画書 ( 案 ) 発表
平成 18.12 10 今現在（アンケート実施時点）

表１　不法投棄問題に対する行政の主な対応
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は不満傾向が強く，約 70% の住民が不満あるいはやや
不満と回答している。一方，岩手県に対しては不満傾向
の回答率が 35% 程度であり，青森県に対するものと比
べてほぼ半分程度であった。これは，不法投棄現場を所
有し問題を引き起こした事業者が青森県八戸市に本社が
あり，青森県が認可した業者であったため，住民の意識
には青森県の監督責任に対しての不満があったものと考
えられる。
　項目 No.2 は各県が行った第 1 回住民説明会に対して
の質問であるが，青森県に対しては不満傾向が 6 割を占
めているのに対して，岩手県に対する不満傾向は 2 割以
下である。これは，岩手県が問題発覚から約 8 ヶ月後に
開催したのに対して，青森県は岩手県のさらに半年後に
開催していることが原因と推測される。各県とも問題発
覚後に現場の現状について調査を開始しているが，青森
県の方が廃棄物の量が多く深く堆積していたために調査
に時間が掛かったといった経緯もある。2 つの行政の対
応が住民に見えるため，余計に青森県への不満が大きく
なった可能性もあり，この時期の両県の足並みの乱れが
主な原因であると考えられる。したがって，可能な限り
早期に住民との対話をする機会を作り，対話する姿勢を
示すことが周辺住民との合意形成のための第一段階とし
ては非常に重要であるといえる。また，調査の途中であっ
ても情報を住民に逐次開示していく必要があると考えら
れる。
　質問項目 No. 3 は，不法投棄現場に対する対策を両県
が発表した時点である。この時の住民意識が 2 つの県に
対して最も決定的な違いが表れている。青森県は現地封
じ込め案，岩手県は原則全量撤去案を表明した。項目
No.5 で青森県が全量撤去を表明した際には，良い傾向

が 6 割以上となっていることからも，住民は全量撤去を
望んでおり，項目 No.3 の時点では青森県と住民との間
には大きな意見の乖離があったと考えられる。逆に岩手
県は全量撤去を表明したことで，県の対応に好意的な意
見が 7 割を超えている。方針を正式に表明する前に十分
に住民とコミュニケーションを図り，説明をすることが
重要であると考えられる。
　青森県に対する住民の意識は，項目 No.4 において急
激に改善し，「良い」とする評価が大幅に増加し，それ
まで 1 割に満たなかった「良い」とする評価が 3 割を超
えた。同時に「不満」とする評価は，項目 No.3 の時点
では 7 割に達していたのにたいし，この時点では 1 割以
下となっている。項目 No. 4 は，平成 14 年 6 月に青森
県と岩手県の合同検討委員会が設置され，翌月には両県
合同での住民説明会が実施された時である。問題発覚時
から足並みの乱れが目立っていた二つの行政の施策が統
一されたことで，住民の意識が大幅に改善されたと考え
られる。岩手県への意識は「良い」と評価する人が減少
しているが，「不満」とする評価がそれほど増加してお
らず，両県の施策の統一化が全体としては評価されてい
るといえる。
　項目 No.5 は平成 15 年 8 月に青森県知事が不法投棄廃
棄物全量撤去の方針を表明した時点であるが，青森県へ
の評価はこの時点で「良い」とする評価がピークに達し
ている。周辺住民の意見は全量撤去であり，県知事が正
式にこれを表明したことで，周辺住民の青森県の施策を
評価したことがわかる。
　これ以降に関しては，両県ともに良い評価の割合が不
満とする評価より多くなっており，現在は住民の両県に
対する不満は 30% 程度以下といえる。ただし，青森県
に対する方が現在でも若干不満傾向にあり，項目 No.3
での現地封じ込め案発表による信用低下が，4 年以上経
過した現在の評価にまで影響しているように感じられ
る。岩手県の対応に関しては，迅速に説明会を開催し早
期の段階で住民の望む全量撤去を表明したことにより，
青森県に比べて不満は少なく，良い傾向になっていると
思われる。特に，項目 No.8 は岩手県が廃棄物の推定量
を修正した時点であるが，岩手県に対する「不満」とす
る評価はそれほど増加していない。「良い」とする評価
の方が 3 割程度あり，大幅に上回っている。問題発覚の
初期段階から迅速に住民との意見交換を行い，住民の意
見を反映させた「全量撤去案」を打ち出したことで，住
民の岩手県の施策を評価する意識が強く，その後も高い
評価を保っていると考えられる。
　また，項目 No. 6 の仮設浄化プラント稼働および項目
No.7 撤去開始においては，「良い」とする評価が 4 割以
上を保っているが，項目 No.7 の時点実際に撤去が開始
されると青森県に対しての「やや不満」が 1 割程度増加
している。これは，自由記述欄に「ゴミを運ぶトラック
の数が減らない」との回答が複数あり，撤去を行う際に

 

 

図 5　岩手県の対応に対する周辺住民の意識
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廃棄物運搬用のトラックが青森県田子町中心部付近を通
過することにより周辺住民に多少の不満があると推測さ
れる。方針を決定する以前に「全量撤去」や「現地封じ
込め」といった案について十分に住民が理解できていな
かった可能性もあると考えられる。
　次に，青森県田子町と岩手県二戸市の住民が自分の居
住する県に対する評価について分析した結果をそれぞれ
図 6 と図 7 に示す。自分の居住する県に対する評価と全
体の評価において若干の違いが現れたのは青森県に対す
る田子町住民の評価である。田子町側の住民だけの青森

県に対する評価を抽出すると，より敏感に反応している
ことがわかる。特に自分が居住する青森県の対応につい
ては，より多くの不満を抱いているように感じられる。
岩手県に対する二戸市住民の評価については特に全体の
評価と比べて違いが見られない。

3.4　不法投棄問題の解決方針に対する自由記述
　本論文に用いたアンケート調査では，3.2 で述べた時
系列を追った行政の各対応に対する住民意識の 5 段階評
価に加えて，
１）居住地域の行政の解決方針に納得した時期とその理

由（現在も納得していない場合にはその理由）
２）特に考えが変化した時期や出来事および印象に残っ

ていること
の 2 点について自由記述により質問した。
　まず，１）の質問に対する自由記述の回答を整理して
表 2 に示す。両県とも約 45% の人が無回答であったが，
回答した人の約 7 割は自分の居住地域の行政の解決方針
に現在は理解を示している。また，ここでの結果も青森
県より岩手県の方が住民の理解が得られており，回答し
た人の 9 割以上は納得していることがわかる。また，納
得していない理由としては，特に青森県に対して問題発
覚が遅すぎるといった問題が表面化した平成 11 年以前
の行政に対する不満や，行政の対応の遅さを指摘する声
が多い。岩手県に対しては少数意見であるが，税金を使っ
て全量撤去することに反対する意見もあげられている。
また，納得した人の主な理由はほぼ両県に対して共通で
あり，県が全量撤去を表明したからが最も多い。両県が
方針を一致させたことを理由として挙げる人や国を動か
したこと（平成 15 年 10 月の国（環境省）がこの事案に
対する基本方針を表明）を評価する声も多く，3.2 でも
示したように両県の協力姿勢が評価され，国を動かした
ことにより住民の意識が大きく変化したといえる。また，
青森県の努力を評価する意見や岩手県の方針の一貫性を
評価する意見もある。納得した人の納得たい時期は，ほ
とんどが全量撤去を表明した時を挙げている。
　最後に，２）について簡単に述べる。まず，県に対す
る意見が変化した時は１）とほぼ同様であり，全量撤去
表明時が最も多い結果となった。この事案において住民
の意見は「全量撤去」であり，その第一歩である撤去表
明の地点で考えが変化した結果が表れていると考えられ
る。また，本事案に対して印象に残っている出来事とし
て
　・不法投棄に関与した事業者社長の自殺
　・子供の月刊雑誌にこの問題が掲載されたこと
　・全国的に有名になってしまったこと
　・現地を見学しひどい状況を目の当たりにしたこと
　・住民が反対している封じ込め案を突然提示したこと
　・現知事が最終的に全量撤去を表明したこと
　・発覚当初の行政の他人事のような説明

 

図 6 青森県の対応に対する田子町住民の意識

 

図 7 岩手県の対応に対する二戸市住民の意識
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などが挙げられている。行政の施策においては必ずしも
住民の意見に沿うことのできる事案ばかりでは無いもの
と考えられるが，住民との合意を図るためには計画段階
から住民とのコミュニケーションを図り，情報の開示・
説明が必要であると考えられる。

4. おわりに

　本研究では，住民意識合意形成手法に関して実証的な
データを収集することを目的として，２県にまたがる青
森・岩手県境廃棄物不法投棄事案を対象として問題発生
から時系列を追った住民意識アンケート調査を実施し
た。2 つの県に跨る実際の事案を対象として行ったアン
ケート調査の結果，問題発覚直後あるいは計画段階等で
きるだけ早期の行政の対応が重要であること，計画を正
式に発表する前に住民とのコミュニケーションが重要で
あること，住民の行政に対する不信感は簡単には回復し
ないことが実証された。また，本事案に関しては 2 つの
行政の施策が統一された時点で住民の評価が非常に高く
なっており，行政が複数に跨るような事案に対しては早
急に意思統一・足並みを揃える必要があることがわかっ
た。
　現在では，問題が発覚した当時と比べて行政の対応が
住民に評価されつつある。しかしながら，青森県の「現
地封じ込み案」のように 1 度でも住民側に支持されない
対応をした場合，行政が住民の信頼を取り戻すのは難し
く，長期に亘ってこの影響が及んでいる。住民に対して
迅速に対応し，情報を開示することやコミュニケーショ
ンを密にとることが重要であり，住民の理解を得るきっ
かけにもなるのではないかと考えられる。
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